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第16回資生堂児童福祉海外研修要綱

1，目　　　的

　　核家族化や地域における交流の稀薄化など大きく変わりつつある我が国の社会生活環境の中

　で福祉施設における児童への生活指導にも状況に即応した考え方が求められている。

　　こうした現実のもと，各施設にとって地域社会との結び付きは，家庭指導とともにこれから

　の重要な課題として真剣に取り組まれようとしている。

　　そこで，各種児童福祉施設の指導的立場にある職員によって，この面における先進国の実態

　を研修し，新しい指針を探る。

　研修テーマ　　　「児童福祉施設と地域社会との関わり方について」

2．主　催　　　財団法人　資生堂社会福祉事業財団

3、後　援　　　厚生省，全社協・養護施設協議会，全国教護院協議会

4．研修内容

　　オーストラリアにおける

　①施設児童の処遇実態と対策

　②児童福祉に関する制度面の現状

　③施設児童と地域社会との交流活動

　④施設の社会性と家庭指導の進め方

5．研修先　　オーストラリア

6．実施期間　　　1989年9月30日（土）～　10月14日（土）　15日間

7．派遣人員　　　17名（児童福祉施設より団長以下15名，講師，事務局　各1名）

8．推薦要件

　　推薦する候補者は，施設において日常，児童の処遇に真剣に携わり，本テーマによる研修に

　ついて高い関心を持ち，強い意欲と責任感のある職員とする。

9．選考方法

　　養護施設協議会，全国教護院協議会並びに情短・保育関連団体の推薦にもとづき，資生堂児

　童福祉海外研修選考委員会の審査により決定する。

10．研修の報告，発表の義務

①研修団は，報告書を所定の期日までに主催者に提出する。

②それぞれの協議会等の主催する研修会等において研修結果を報告する。
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あ い さ つ

社会福祉法人　全国社会福祉協議会

　　　　　　　養護施設協議会

　　　　　　会長　小　野　倉　蔵

　資生堂社会福祉事業財団主催による平成元年度オーストラリア児童福祉研修は，大きな成果を

もって終了し，ここに報告書を刊行するはこびとなりました。主催者として，企画段階から今日

にいたるまでのすべてにご尽力いただいた同財団には，あらためて感謝の意を表する次第であり

ます。

　今年度は，　「児童福祉施設における地域社会との関わり方について」というテーマによって研

修が行なわれました。

　我が国の養護施設における地域社会とのつながりは，施設をより社会的なものとして意識づけ，

かっ予防的ケアへと発展させっっあり，参加団員の研究に多大な収穫をもたらしていただいたも

のと確信しております。

　この報告書は，オーストラリアの児童養護の現状を見聞したその収穫の記録であり，今後の団

員各人の実践の中に発揮されることを期待します。

　さらに団員個人のみに止まらず．より広く児童福祉推進のために生かしていただき，本研修の

成果をより充実させていただくことができれば幸いであります。

　最後になりましたが，本研修会の主催者としてすべてにご尽力いただきました資生堂社会福祉

事業財団に，あらためて心から感謝の意を表します。また，講師の厚生省児童家庭局障害福祉課

課長補佐の深沢清時氏，ならびにご後援いただきました厚生省のご指導，ご助力に対し，深く感

謝申しあげます。
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あ い さ つ

全国教護院協議会

会長　内　村　達　夫

　財団法人　資生堂社会福祉事業財団の御好意により，16回目を迎える資生堂児童福祉海外研修

事業に，今回も，私ども教護院の職員を参加させていただき，全国教護院協議会といたしまして

心から感謝申し上げます。

　今回の海外研修は，オーストラリアの各地を訪問し，「児童福祉施設における地域社会との関

わり方」をテーマとして，広く児童福祉の実情を探るとともに，施設と地域社会との結びつきに

ついて研修してくるというものでした。

　「開かれた施設」にっいては，久しく語られています。時代とともに変化する地域社会icew応

して適切に児童処遇を進めることは，社会での児童の円滑な自立を願う私どもicとって重要な課

題の一つであります。どの施設でも，それぞれに模索と実践を重ねているところです。

　このような時期に，明日の施設を担う人材が，上述の研修テーマのもとに，海外で児童福祉の

現状を見聞し，考察しえたことは，本人にとって，一層の励みとなることは申すまでもなく，そ

の成果は，日常の児童処遇の中に生かされ，新しさを加えるものと信じます。

　また，この報告書ICは，各団員が真剣に参加して得た貴重な体験と所見とが数多く収録されて

います。それらの中には，今後の教護活動に資する報告も多く含まれているものと思います。こ

れを広く活用して，今の教護院を見っめ直し，これからの児童処遇に生かしていくことは，私た

ちへの課題であります。

　今回の海外研修にあたっても，主催者である資生堂社会福祉事業財団の皆様には，懇切な事前

研修に始まり，帰国した後までも，大変お世話になりました。ここにあらためて深く感謝する次

第です。

　本事業を後援され，講師を派遣されました厚生省の御指導に，厚く御礼申し上げます。

　横田団長さんをはじめ養護施設職員の皆様には，いろいろとお世話になり，ありがとうござい

ました。
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団　　長　　報　　告

茨城県道心園長

　団長　横　田　英　夫

　各種児童福祉施設の指導的立場にある職員によって，先進国の実態を研修し，新しい指針を探

る目的で，資生堂社会福祉事業財団が主催した第16回資生堂児童福祉海外研修に，私は団長と

して参加し，福祉先進国オーストラリアの三つの州（ビクトリア州，南オーストラリア州．ニ

ュー サウスウエールズ州）における児童福祉の実態を15日間の日程で見聞してまいりました。

　団員の構成は．全国の養護施設．教護院，情緒障害児短期治療施設．精神薄弱児施設，母子寮

の中から選ばれた，施設において日常児童の処遇に真剣に携わり且つ強い意欲と責任感のある

13名の職員と，講師として厚生省児童家庭局障害福祉課深沢課長補佐，研修期間中の団のまとめと

帰国後の報告書作成の貴任者副団長の西田園長，財団から守谷事務局長，明治航空から柴田ツアー

コンダクター，現地で参加の大谷通訳，研修団の統括を役割とした団長の私である。

　9月30日夜，成田空港を出発．10月1日午前中メルボルンに到着，翌日から研修活動に入った。

15日の期間中，8日間が研修．7日間が移動と観光にあてられた。移動はジェット機により，

メルボルンからアデレード，シドニーの順に行われた。

　この度の海外研修を振り返ってみると，毎日が大変ハードな日程ではあったが，団員一同が協

力し合って，和を大切にし，夫々の分担業務にベストをっくし，15日間の研修は有意義tc，しか

も愉快に無事終了したのである。

　さて，オーストラリアの児童福祉の詳細については，団員の報告を見ていただきたいと思うが，

私なりに学んだことを申しあげると，日本では現在一部地域で，グループ・ホームが試行されてい

るものの，大規模施設が中心である。オーストラリァにおいては．十数年前から脱施設化が進み，

大規模施設は，間もなく殆んど閉鎖され，里親やグループ・ホームに代ろうとしている。

　我々は．研修の中でいくつかのグループ・ホームを見学した。そして，児童が普通の家でプ

ライバシーが守られ．地域社会に融合した生活をしている様子を見た。すばらしい児童福祉であ

る。「児童は，家庭で育成されるべきもの」という基本的な考えによるものである。是非これか

らの福祉活動の中で，この度の研修で学んだことを生かし，成果を現実のものとしたい。

　最後になりましたが，この度の海外研修の機会を我々に与えて下さった，資生堂社会福祉事

業財団に対し，団員を代表して，深甚なる感謝を申し上げると同時に，同財団の益々の発展を祈

念いたします。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　講　師　報　告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　厚生省児童家庭局障害福祉課課長補佐

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　講師深　沢　清　時

　第16回資生堂児童福祉海外研修の第旧目は，1日のうちに四季があるといわれるほど気候が目まぐる

しく変化するメルボルンから始まった。

　9月30H午後3時30分箱崎のシティーエアーターミナル特別待合室に集合し，資生堂財団から栗原常務

理事のご出席を得て壮行会及び打合せを行い、壮途を祝して一同乾杯の後，20時30分カンタス航空22便で

成田国際空港を飛び立ってから約12時間後である。

　今回の海外研修は，児童福祉の仕事に関わるものとして．かねてからオーストラリアの児童福祉に関心を持っ

ていたこともあり大いに期待していた。

　日本の児童福祉は，最近でこそ地域福祉，在宅福祉の重要性が認識され，そのための具体的な取組がさ

れるようになってきたが，まだ入所施設中心の福祉が進められているのが現状である。

　オーストラリアの児童福祉は，欧米諸国に見られるようlc，入所型の大規模施設が廃止され，福祉の対

象児は地域の中で実際の家庭で生活するような環境で処遇しているということであった。今回はその違い

を実地に見聞する機会を得たのである。

　詳細な報告は，団員がそれぞれ研修テーマごとic取り纏めることとなっているので，ここでは，研修全

般を概観することとする。

　なお，メルボルンの1週間はホテルの移動もなく時間的にはかなり余裕があり，研修効果もあったので

はないかと思う。

1．事前研修

　　事前研修は，7月26日から28日までの3日間，銀座の資生堂別館で行われた。

　　1日目は，結団式が挙行された後，至誠学園の高橋利一氏の「地域社会の中の児童福祉施設というこ

　と」と題する日本の福祉事情についての講義であった。

　　2日目は，　「研修テーマ」の検討を行った後，元東京家庭裁判所長の野田愛子氏による「制度面から

　みたオーストラリアの社会福祉」ICついての講義であったが，講師のオーストラリア訪問を踏まえての

　現地事情は大変参考になった。

　　3日目は，役割分担の確認，渡航手続き等についての打合せが行われた。

2．オーストラリアにおける児童福祉研修

　　今回の研修は，オーストラリアにおける児童福祉について，それを制度面から捉えること及び施設児

　童の処遇，施設と地域社会との関わりを実地に研修することであった。

　　訪問先は，オーストラリアの6つの州のうちビクトリア州，南オーストラリア州及びニューサウスウ

　ェールズ州であったが．州政府の福祉施策の進め方，また，それぞれの首都を中心に実際の福祉の現場に

　おいての実地研修であった。

　　行政機構としては，オーストラリア連邦政府のもとに州政府があるが，行政施策，特に福祉施策につ

　いては，州政府にかなりの権限が与えられている。したがって基本的な考え方は統一されているが個別

　の対応は州によって多少の相違があった。

　　大規模施設は廃止の方向で進められ，ビクトリア州では州立の施設を数年後に完全閉鎖するというこ

　とであった。また，福祉の分野では，州政府と民間団体は良好な協力関係にあり，メルボルンに活動の

　本拠を持つセント・ジョーンズ・ホーム（民間の多機能型児童施設）に見られるようにかなり民間活動

　が積極的に推進され，効果を挙げていた。

　　日本とは国情の違いもあり，一概に比較することは困難だが，大いに学ぶところがあったe福祉の対

　象児童を一人の人間として捉え，非行のあるもの，障害のあるものも一諸IC生活する。それも普通の家

　庭で普通の生活ができることが基本ということであった。
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　そのために対象児童だけでなく，危機にある家庭を崩壊前に立ち直らせる等家庭そのものへの支援プ

ログラムも用意されていた。

　実際の家庭が児童のために良い環境でなくなった場合は，養父母等によってその代替えを与えるとい

うことであった。

　各地の研修について以下IC概略を述べることとする。

｛1）　ビクトリア州

　　ビクトリア州政府の担当官により州の児童福祉行政について説明を受けるとともに一週聞にわたり
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
　セント・ジョーンズ・ホームの組織及び活動を詳細に研修し，グループホーム，フォスターケアー等の

　事業については実地に見聞した。

　　州政府直営の大規模施設はいずれ完全閉鎖するため，州政府はそれに替わるものとして地域の中に

　「短期保護施設」を設置した。ここで児童のケアー，親の教育，地域の在宅ケアーを行うということ

　であった。

　　セント・ジョーンズ・ホームは，多様な機能を持つ児童施設で，傘下にコテージ，ホステル等のグ

　ループホームを擁し多面的な活動を展開していた。

（2）南オーストラリア州

　　アデレードを中心に知的障害児救護相談所，英聖公会地域サービス，セント・ジ∋セフセンター未

　婚の母の訓練所，青少年訓練所，州政府福祉局での研修を行った。

　　ここでも施設は縮小し，グループホーム等への移行が進められていた。

　　しかし，障害児，非行児等の処遇の違いはあるが，個々の児童の状態にあった支援が必要という考

　えからは，グループホームも最善ではないという意見も聞かれた。

㈲　ニューサウスウェールズ州

　　シドニーを中心icダルマーのグループホーム，セント・ビンセントの思春期少年の長期収容施設等

　を訪問した。

　　ここでも民間団体による福祉活動が活発であり，セント・ビンセントの施設も以前は広かったが，

　現在は6人ほどのコテージであり，対象児童はここでの処遇が中心であった。

　　児童の処遇については，説明の中で，児童への接し方は「愛」が基本であると強調していた。
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事　務　局　報　告

資生堂社会福祉事業財団

　事務局長　守　谷　光　司

　南半球最大の大陸国家オーストラリアの10月は初夏というべきだが，メルボルンやアデレードの地理的

位置では，まだ早春の肌寒さが残っていた。シドニーまで北上してはじめてその空の青さと海の香りに夏

近しを感じたのである。

　学校は期末休みも終わりに近かったが，学童たちの姿は余り見掛けず，彼等の生活実態を見るには時間

が不十分であった。

　本年度の研修テーマはf児童福祉施設と地域社会とのかかわり」を行政面，制度面，活動面などから考

えてみることであったが，見学や説明が進むICつれてこのテーマがややしらじらしい程に感じてきた。つ

まり，ζれまでの大舎制度にみる施設の感覚ではなく，地域社会に自然に融和させるという方針のもと，

コテージ生活で一般家庭の日常経験を積み，積極的IC隣人との交流をするという「地域の一員」教育がな

されているのである。昨年，研修したアメリカとの比較でみると施設の機能をいかに活用するかに対して，

af　一ストラリアは機能そのものをすでに地域社会に一体化させるという考え方である。

　オーストラリア6州のうち3州に絞った2週間のスケジュールでは，メルボルンを州都に社会福祉に先

駆的政策を持つビクトリア州に前半1週間を当て，州政府と民間の代表的施設であるセント・ジョーンズ

（St．John’s）から研修を進めた。後半は南オーストラリア州（州都・アデレード）と二＝一サゥスゥエー

ルズ州（州都・シドニー）で分けた。この2州では，州立の少年院，未婚の母の施設兼相談所，宗教団体

によるグループホームなど団員皆さんの所属施設に見合った訪問先が選ばれたといえよう。団員個々によ

る研修の切口はいろいろだが，地域に根ざそうとする施設の役割を共通の視点としたそれぞれの研修先は，

私たちの目的に格好の選定であった。セント・ジョーンズのエリス（Ian．G．　Ellis）師のお力添えの賜物

と厚く感謝する次第である。

　私たちの研修は一方通行であってはならないと思う。交流研修の意図から，団として用意した提供資料

の一つが，団員各施設からの地域社会活動の写真入り実例集である。手作りの限定版だがそれだけに貴重

だし，これによって私たちのいう地域社会活動の考え方をいささかなりとも理解いただけたと思う。

　交流ということでは，メルボルン研修の最後に持ったフェアウェル・ディナーでは，州政府高官ご夫妻

やセント・ジョーンズ，エリス師はじめ幹部ご夫妻を招待して日豪コーラスを披露する場面や，セント・

ジョーンズ裏庭でのバーペキュー・ランチなど大きな意義を持ったのではないだろうか。

　団員構成は，所属施設の種別を広げて，個性的で意欲的な方々の集りであるが，常に慈父の目で団を見

守り，頼りの存在であった横田団長，精力的に団のまとめに徹していただいた西田副団長，行政面を中心

に数々のご指導に当たられた深沢講師，ご三役のご苦労とご尽力に改めて，心よりお礼を申し上げたい。

そして，アメリカ研修に引き続き通訳として私たちの耳となりロとなって活躍いただいた大谷女史（アメ

リカ在住），スケジュールの総括として献身的に活動された明治航空サービスの柴田氏には深謝の念でい

っぱいである。
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VICTORIAビクトリア州

研　　修　　先 主な研修内容
槌月2日　〔メルボルン市ほか〕 。ビクトリア州の児竜福祉行政の概要

（月）　　　Community　Servicgs　Victoria 。ビクトリア州の児童，家庭の実態について
（ビクトリア州地域福祉省）

。ビクトリア州の要養護児童の現状と考え方

Al｜ambie　R㏄eption　（≧ntre 。州立の寮舎型施設見学と質疑応答

1アランビー相談センター）

Noble　Park　Short－Term　Unit ・州立の短期保護施設見学と質疑応答

（ノーブルパーク短期入居制ホーム）

Community　Services　Victoria

本部所在地；55Swanston　Street　Melboume　Tel：〔」3（654）4222

研修責任者：M「．Ken　Wiiliams（Ceeneral　Manager．　Falnlly＆Yeuth　Service　Div．）

附属機関：A］］amb｛e　Reception　CerltreとNoble　Park　Short－Term　Unit

アランビー相談センター ノープルパーク短期入居制ホーム

研　　修　　先

10月3日
　　　　St・John，s　Homes　for　Boys＆Girls
㈹　　　　（セントジョーンズ少年少女の家）

Clark　Cottage

（クラークコテージ）

Read　Cottage

（リードコテージ）

St．Martin’s　Hostel

〔セントマーティンスホステル）

主な研修内容

。セントジョーンズの活動概況，活動方針

　各傘下施設での処遇内容，見学

。グループホーム（左記2コテージ）訪問

　と寮母との質疑応答

。セントジ∋一ンズ傘ドの精薄児グルーフ

ホーム訪問
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St．　John’s　Homes　for　Boys＆Girls

所在地：

代表者：

形　態：’

　することを中心に地域相談所（Ci’lre　F∩rce）や
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
　グルーフホーム経営tjどにょる多磯能型養護施没．

事業の沿革：

　1921年男児孤児院として創設

　1954年女児も受けNれ，家族形態によるコテーシ

　　　　方式を導入

　1970Hl｛O代の’f一どもの1虫立居住のホステルを導入

　1975｛丁矛防機能を備えた事業の拡ノ＼，多機能型施

　　　　設として形態を整える

18　Balw＼rエ　Rc｝a（1，　Caiiterbury　Victoria　3126　　Tel

The　Rev’d　Cこmon　la［i　G．　Ellls　（Director）

要養護児竜について家族の問題解決を支援

り3c83v）571［

、
！

対象者：5才～16才を中心とした児童1988年度処遇児童数2，517名

　　　　〔相談所ての養育相談件数を含む）

職員構成：226者レ・一トタイマーを含む）

　　　　　36（1名（ポランティア）

サービスプログラム：

　O居住型児童養護フログラム（19コテージにょる家族形態養護）

　。青少年サービスプログラム（7ホステルによる独立居住形態処遇）

　o里親サービスプログラム（2チーム編成）

　。ケアフォース（地域相談所）プロクラム（4チーム編成）

財政運営：年間　A＄　650万（1989年度）（うち政府穏助80％）

セントジョーンズ本部

（写真ド左）

　　（写真下右）

芭

．…1三乏：／

シ〆

クラークコテージ セントマーティンズホステル
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研　　修
い
ヒ 1一な研修内容

110月4日、
　　　　／　C《ユre－F　orce　N〈，rt　h　Easterlユ
（ツ／・ケアーフ・一ス・ヒ・駆・・写・左・

　／　　　　　Care－FOi・ce　Foslcr　Care

　　　　　　　　　　　（）（「te「　Eastern

　　　　　〔ケアーつt一ス里鰻相談所）C写真右）

Oセントジョーンズの予防対策機関1．ケアー

　フォース」　｛．左記2カ1売）を1三方問

。同機関の活動内容，方針

。地域社会との結びつき活動の説明

ケアーフォース　プレストン ケアーフォース里親相談所

　　　　　　研　　修　　先

　　　　Berry　Street　Chr｜d＆Famr［y　Car白
（木）／
　　　　　（ペリーストリートホーム）

主な研修内容

Kildonan　Homes　ft）r　Children 。活動概要1ヘリーストU一トホームにて）

Berry　Street　Child　and　Family　Care
所在地：｜．Berry　Street，　East　Mebourne　Vict　oria　30C2

代表者lMr．　Greame　Gregory　（Director）

形態：短期的に児童を養護する一方，親への指導

　や家庭支援のプログラムにより問題解決を図る．，．

　宗教色のない短期居住型施設及び家庭援護施設

沿’革：1877年ピ．クトリア孤児養育院（VictOt’ia

　Infant　Asylum）として発足，その後捨て子院

　（Fourldljng　Hvme）乳1尼院　（Babies’Home）

　と替え，現在に至る

サービスプログラム：居住型養護　．．’i．一時保護

1．2カr・fr）2フ’rミリーグルーフホーム〔5ヵ所）

　ソーンrtt’レワーク三封業　ユ．ソーシ．ヤルワークサー

　ヒ．．ス之フ7ミリーフロク．ラム　’3．養」こ相談叶一ヒ．

　ス児竜養護センター　その他

財政運営：A＄155万（うち政府補助約56り

Tel〔〕3（429）9266

ペリーストリートホーム
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KiIdonan　Homes　for　Children

所在地：30Cambridge　Street，　CollingwoOd，　Victoria　3066

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑el　O3（419）0222

代表者：Mr．　Pau】Linossier（Mrector）

形態：ベリーストリートホームに比べて小規模で地元への貢献を第一とした居住型児童

　保護施設

事業沿革：

　1881年「スコットランド教会放任児童救済会」として発足

　1960年　ファミリーグループホームを分散（メルボルン東部）

　1980年　市中に集約のため移動，現在に至る

サーピスプログラム：

居住型養護　①グループホeム（4カ所）

　地域社会事業①グループホーム（2カ所）②早期思春期児童ホーム（1カ所）

　補習活動事業　その他

研　　修　　先 主な研修内容
10月5日
（木）　　　Victoh8n　Childmn，s　Aids　Soci6ty

　　　　　（ピクトリアン児童援㈱

。組織活動概要

。募金対策説明　質疑応答

Victorian　Children，s　Aids　Society

所在地：283Chestervi｝le　Road，　Moorabbin　ViCtoria　3189

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Te1　03（553）4511

代表者：Ms．　Lesley　Oakdey（Coordinator，　Residential＆Family　Services）

形　態：1894年創設，地域社会に根ざした児童保護

　を目指す多角的児童養護組織

事業機構：①里親家族の育成部門

　　　　　②家庭支援部門

財政運営：A＄174万（1989年度）

　　　　　（うち政府補助約76％）

ピクトリアン児童擾助会

研　　修　　先 主な研修内容
10月6日　　セントジョーンズにてまとめの会」（金）　　　　　懇親会

　　　　　訪問先関係者招待夕食会

Oビクトリア州研修の総括

。ビクトリア州児童福祉協会のMRoberts

常務理事から全般説明
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SOUTH　AUSTRALIA南オーストラリア州

研　　修　　先 主な研修内容
110月9日　　［アテレード市ほか〕（シ／1・t・llect・811y　Di・ab図S・Mces　　　　Coumil　lnc　　　　（知能障害児救護相談所）

。州政府Mr．　Steve　Alexanderによる説明

lnteliectually　Disabled　Services　Council　lnc

肪問先事務所在地　：］130South　Road　Clovd1｝・Park　South　Australia　5042

代表者：Mr．　Richard　Bruggemann　（Chief　Executive　Officer）

形態：南オーストラリア州保健法に基づいて知的

　障害児（者）に関する援助計画策定，職員訓練，

　民間施設向資金補助，情報提供などを実施する　　　　　　ttt

　公共機関
組　織：本部の他にIOヵ所の地域支部を持つ 晶

鋼

if

知能障害児救護相談所

研　　修　　先 主な研修内容
1・月・

1ジA。g・、ca，　C。mm、。、，y　S，，．・、、民　（月）／　　　　　　　Child　Carg　Division　　　　　（アングリカン地域サービス児童部）

［

。アデレードにおける英聖公会の児童保育の

現状と方針の説明

。直営のグルーフホーム　、Ross”を訪問，

生活内容の説明

Anglican　Community　Services　Child　Care　Division

所在地：26Daphne　Street　Prospect，　South　Australia　5082　Tel　O8（269）6888

研修責任者：Mr．　Richard　Baxter（Director，Professional　Services）

形　態：「アデレ～ド孤児院」「英国教会少年の家」

　　「セントメリー｝㌘どもの家」の業務を統合してスタ

　一トした。英聖公会による地域サービス部門。

　宗教，人種にかかわりなく知的障害児救護を含め

　児童養護にあたる。

サーピスプログラム：

　家庭支援事業◎家庭ホームメーカーサービス

　　　　　　　②親子問題相談サービス

　居住型養護　①長期児童処遇

　　　　　　　②知的障害児のための特別処遇

　セントメリー保育事業④日中保育②夜間保育

財政運営：AS240万（1988年度）（うち政府補助74％）
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直営グループホーム’Ross’



研　　修　　先 主な研修内容
10月10日　　St．　Joseph』Centre　for
（火）

　　　　　　　　Unmarried　Mother

　　　（セントジョセフ未婚の母教育センター）

　　　Emergency　Foster　Carθ　Centr8

　　　（緊急里親センター）

　South　Australi8　Youth

　　　　　　Training　Contre

（南オーストラリア青少年訓練センター）

　Departm8nt　of　Community　Welfere

（南オーストラリア州地域福祉省）

。活動概要，未婚の母親への生活指導方法

o一時滞在ホームなど施設見学

。センターの会員里親の集会に出席

質疑応答

。非行青少年のための生活指導，職業訓練

機関の案内ならびに南オーストラリアの

非行児童対策の説明

。南オーストラリアにおける児童福祉の現

　状と地㎏福祉政策の概要説明，質疑応答

St．Joseph，s　Centre　for　Unmarried　Mother
所在地182Wattle　Street，　FUIlarton，　South　．Australia

研修責任者・：Sister　Olive　（Administrator）

Emergency　Foster　Care　Centre

所在地：Glen　Stuart　Road，　Mag川，South　Austraiia　5．　072

研修責任者：Ms．　Madeline　Greenecklee

South　Australia　Youth　Training　Centre

所在地：Glen　Stuart　Road，　Magil］，　South　Australia　5072

研修責任者lMr．　Ken　Teo　C　Supervisor）

Department　of　Community　Wejfare

所在地：本部　Citi　Centre　U　Hindmarsh図uare，　Adelajde，South　Australia　5000

研修責任者：Mr．　Frank　Althuizen

セントジョセブ未婚の母教育センター

＼

で

南オーストラリア青少年訓練センター

一 18一



NEW　SOUTH　WALES　ニューサウスウェールズ州

　　　　　　　　研

10月12日

　（木）

　　／　　　　Dalmar

／

修　　先 下な研修内容
ニー 市　ほか〕 。NSWの児童福祉施設協会

Child＆Family　Care
Ms．　Mallcttによる案内

一児童・家庭援助センター）
。活動方針，活動概要，施設見学

。家族の処遇実態と指導力’法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

Wesley　Central

所在地：p．O　Box　42　Carlingford，　N　S　W　2118

研修責任者lMI’．　Kerrv　Brownsev　（Director）

形態：キリスト教の教えに基づいた経営方針で，

　州内3カ所に拠点を置いて児竜養護，家族指導，

　幼椎園など地域に密着した民間多機能型組織．．

沿革：1893年創設，その後ヒ地の寄／・1・などに

　上り拡張し，1960年以来効外にも機能を拡f〈　L、

　ている．

サービスプログラム：

　。居住型児童養i’geフログラム（緊急一時と中期）

　eファミリーグルーフホームフログラム

　゜弔親フロク1ラム（短期緊急，長期，家族捜し）

　cスタ．ソフ教育

財政運営：年間　AS260万（うち政府援助約5〔％）

陛日 St．

Mission　Dalmar　Child＆Family　Care

　　　　　　　　　　　　　1’ei　O2　（804　）　51　1　1

ダルマー児童・家庭援助センター

研　　修　　先 主な研修内容
．　Vincent　s　Adolεscent　Units

セントビンセント高齢児ホーム）

。活動方針，活動概要，施設見学

。思春期児竜の処遇対策，質疑応答

St．　Vincent，s　Adoiescent　Units

所在地：31Darcy　Road，　Westmead，　NSW　2145

研修責任者：Br．　Gerald　Burns（Brother）

形態：思春期少年のための長期居住型ホーム

　13カ所）組織

沿革：］891年創設．その後，Sr．VlnL・eTtt

　〔1．Paul　Societyの本活動の’環として，印刷

　1場なとを持つ大型作業施設を現在地につくり、

　身よりのない少年達を収容，産学の道を与えた，，

　家庭指導の重要性から収容型施設を少数ホーム

　式k一した

Tel　（635）5699

セントビンセントグループホーム
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職員構成：19名（うちフ．．ラザー3名）

対象者：12才～［6才の少年（家族との同居に問題を持っ）

サービスプログラム：

　06名ずつの長期居住フロク．ラム

　O個人的生7舌指導フ．ロダ．ラム

　。通学による教育方針

　。家族とのふれあいフログラム

　。レクリェーシHン，［芸指導プロク．．ラムなど

財政運営：A＄45万　〔1988年度）（うち政府補助約40i）

オーストラリア訪問地略図

シド；－

10／11～10／13

メルボルン］0／］～10／．7
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第一章　児童福祉に関する制度面の現状

メ　ンバー 田中／小野寺／田口／秋枝

　高度経済成長期以後，我が国における社会問題の一つとして，核家族化や地域社会内の交流の

希薄化が指摘されてきた。

　地域の一員としての児童福祉施設は，自らが属する地域社会の中で，孤立する事なく．地域と

の交流を深め，地域福祉の向上に努めていかねばならない。そのことが入所児童の処遇向上にも

繋がるものと思われる。

　そこで我々は，　“児童福祉施設と地域社会との関わり”を研修テーマとし．福祉先進国オース

トラリアを訪問した。

　この章では，オーストラリアの児童福祉に関する制度面の現状を報告する。

1．オーストラリアについて

　　「南半球に浮かぶ世界最大の島」と呼ばれ，全体が一っの国家であり，面積は769万面（日

本の約21倍），人口は，約1千350万人で東京の人口とほぼ同じである。

　　1769年，英国人キャプテン・クックが東岸に到達し，この地をニュー・サウス・ウェール

ズと名付け，翌年英国国王の名のもとに占領した。その後英国は，この地を流刑地とし，1788

年流刑者が上陸，植民地として第一歩を踏み出した。昨年，建国200年を迎え．記念行事が盛

大に行われたことは御承知の通りである。

　　オーストラリアは，六つの州と二つの連邦政府直轄の地域からなる連邦制国家である。首都

　は，連邦政府直轄地のキャンベラ。しかも，オーストラリアは完全な主権を持つ独立国である

　が，英国連邦に属し，英国王を元首とする立憲君主国である。

　　連邦政府の権限は，主に国防，外交，貿易などであり，教育，福祉をはじめ多くの権限は州

　に与えられている。各州は，州政府．州議会を持ち，その州ごとの独立した法が制定されてい

　ることが特徴である。

　　この国は，多民族国家であり多様な文化を持っている。特にインドシナ難民の受け入れにっ

　いては広く門戸を開いている。また．それまでの白豪主義政策が撤廃されていることにより，

　アジア系移民が急増している。このことは，オーストラリアの福祉に対し大きな影響を与えて

　いる。

2．オーストラリアの児童福祉

　　オーストラリアの児童福祉の流れは1850年代，金が発掘されたことによるゴールドラッシ＝

に始まったと言われる。メルボルン港を通じて入植者が急増したが．その大多数は金による富

一 23一



が得られず，その家族の父親たちは失業状態とな’っていった。政府からの社会保障は全く得ら

れない時代であったことから，貧困による家庭崩壊や児童遺棄等により孤児が増加した。

　キリスト教会などの慈善団体が，大規模な収容施設を造り，これらの子どもたちを収容する

ようになったことが，この国の児童福祉の始まりである。

　そして，長年大規模な施設でのサービスが続いたが，30年程前よりグループ・ホームや里親

制度を拡充し．普通の家庭と変わらない環境の中で，児童を育てようという取り組みが真剣に

なされてきた。近年，大規模施設は順次閉鎖され現在に至っている。

3．児童福祉の基本的考え方

　　オーストラリアにおける児童福祉の基本的考え方，その理念というものは，家庭および家族

にあるといえる。

　児童にとって実の家庭はかけがえのないものであり．心の拠り所である。その家庭に問題が

あり，家庭崩壊の危機にあるからといって安易に家庭から児童を引き離すことは，その児童お

よび家族icとっても良くないことである。福祉に携わる人々や地域社会が援助すれば，これら

を防ぐことができる。家庭より引き離して施設でケアーするというような事態を迎える前に，

家族内の問題をできる限り解決し，家庭崩壊を予防しようという実践がなされている。

　すなわち，「より地域に近いところで」，「より家庭を援助する方向で」という考えである。

　また，問題解決の糸口が見つからず，児童を一時的にせよ家庭から分離せざるを得ない時に

おいても「より小人数の子どもとで1，「より家庭的に」，「より短期間で」，「より地域に結び付い

たところで」処遇しようという考え方を持っている。

4．児童福祉行政に関わる組織及び機能

（1）オーストラリァ連邦政府

　　連邦政府は，16歳以上の児童のケアーについて資金的責任を持っているが．児童福祉全体

　の数からみるとその割合は15％に過ぎない。

　　　また，ごく小数のプログラムに関しては，直接連邦政府と民間機関との間の合意により助

　成金が支給されているが，ほとんどの場合各種プログラムに対しては，州政府と民間機関と

　の間で話し合われている。

　　　したがって，児童福祉サービスの責任は各州政府に課せられている。

（2）州政府

　　前項でも述べたように，オーストラリアの児童福祉の施策実態については，各州政府にそ

　の権限と責任がある。

　①ビクトリア州Victoria
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　ビクトリア州政府の管轄下の省の一部としてビクトリァ州地域福祉省があり．ビクトリ

ァ州全土にわたり精神的・身体的障害者，あるいは幼児から高齢者に至るまでの広範囲な

福祉のサービスを実施している。

　メルボルンに中央オフィスを置き，ここでは福祉に関する政策，プログラムの開発，財

政，建物の管理等を担当している。サービスは．18の地域別に緻織されているセンターで，

その地域の実情にあったサービスを計画し，提供できるような構成になっている。

　児童福祉に関しては，中央オフィスには

総括ディレクターがおり，その下に6人の

ジェネラルマネージャーが，各部門をそれ

ぞれ担当している。説明に当たったウイリ

る。省内の職員数は，約5千人である。　　　　　ビクトリア艸1地域福祉省入ロ

　ビクトリア州政府の姿勢としては，州内にある大小約4千の民間施設機関と緊密なパー

トナーとしての関係を保っことを重要視している。これは，過去も現在においても民間機

関のサービスは強力で，児童福祉を支え発展させてきたという歴史があり，この事は州政

府も充分に認めているところである。

　最近の重要な政策として，大規模施設を減らし，地域に根付いた家族的なものにしよう

としている。州政府の抱えている大規模施設での処遇が反省され，来年中には，大規模施

設は閉鎖されると思われる。それに代わるものとして里親ケアーや家庭援助サービスを強

化する方向にある。やむを得ず施設ケァーをする場合でも，より短期的に，より小規模で，

より家庭的に地域に密着した処遇が行われることを念頭においている。

　ピクトリァ州地域福祉省の方針は以下の三点である。

　☆個人の生活の向上，地域社会の改良を目指し，新生児およびその母親に対してあらゆ

　　る段階でのサービスを提供する。

　＊子どもおよび乳児，加えて母親の健康管理および発育，育児，住宅の提供などのサー

　　ビス。

　＊5歳以下の幼稚園の運営。

　＊Day　Care　Center（保育所）の運営

　　地域住民も利用でき．その許容範囲内において力を充分出せるようにする。

　☆個人および家族か．危機にさらされている際に必要に応じて援助を行う。一般的ケー
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　　スのみならず．難しいケースに対しても特別なサービスをしている。

　＊虐待．放置されている子どもたちの保護。

　＊ホームレスの子どもたちへの宿泊援助。

　＊暴力をふるう子どもたちへの指導及び抑制。

　☆地域における子どもたちや家庭の環境確保

　　以上の目的の他にも，精神的，身体的あるいは情緒的な問題を抱えている特別な援助を

　必要とする人々に対して，地域社会への参加および社会保障制度活用へのアドバイス，高

　年齢者．身障者への住居の支援，移民社会に対するサービスをも行っている。

②南オーストラリァ州South　Australia

　　この州でも，施設になるべく収容せず，地域に根ざした地域内でのケアーをすることを

　政策の方針として考えている。子どもたちを施設に送る方法を取らず，家庭の問題を解決し，

　環境を整えることで，施設入所の児童数はかなり少なくなっており施設も閉鎖されている。

　　州政府としては，子どもたちの世話は家庭においてなされるべきであると考えている。家

　族および子どもに深く介入することは，かえって困難が生じてくると考えており，施設へ入

　居するにしても短期間にする。または通園によるケアーとし，なるべく介入を最小限に留

　める。すなわち家族や地域社会の中においてケアーすることが大事であると考えている。

　　また，非行少年対策にも大きな変化があり従来の児童裁判所だけでなく，Child　Aid

　Panel（児童審査会）というプログラムを実施している。このパネルには警察や福祉関係の

　人だけでなく，地域の人も参加し，措置の内容を決めると同時に，その少年が再び犯罪を

　犯すことが無いように援助しようとしている。

　　このように，施設入所に代わるプログラムを子どもたちに提供している。また里親による

　ケアーの拡充を目指しており，福祉の方向性としても予防のサービスに向けられている。

　　省と民間機関は，共に独立性を尊びながら良い関係を創っており，対象となる子どもた

　ちへのケアープログラムは民間主導で開発されている。

③　ニュー・サウス・ウェールズ州　New　South　Wales

　　ニュー・サウス・ウェールズ州政府にて児童福祉を担当する所は，New　South　Wales

　Family　And　Community　Service（家庭，地域サービス省）である。

　州政府は，地域ごとに地区事務所を持ち，その事務所を通じ，州全体のケアーと保護を

実施しており，そこでは里親，入居制（施設，グループ・ホーム）．養子縁組，青少年の非

行問題等を扱っている。

　また．それぞれの地域に地方自治体があり，Family　Day　Caτe（家から子どもたちが

離れて住む）といったプログラムを持っている。それ1ζは．Long　Day　Care（長期）及
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びOccasional　Day　Care（必要に応じて）があり，住民は誰でもこれらの施設，プログ

ラムを利用することができる。

　青少年犯罪に対しては，犯罪を犯した場合警察に逮捕され，児童裁判所へ送られる。そ

のことが3回繰り返されると矯正施設へ送られる。そこで数か月から何年もの間収容され

る。しかし，法律的な組織を造り，青少年犯罪を増やさないために各種の予防的ケアーサ

ー ピスを行うのが最近の傾向である。

5．制度およびプログラムについて

｛1｝児童裁判所の概要

　　18歳までの児童の審判を扱い，措置の決定，親権の一時はく奪，犯罪少年たちの刑期及び

　罪の償い方法等を決定する機関である。

　　措置決定は，その児童に適切な処遇がなされるよう，州政府の報告に基づいて行われる。

　薬物を常習する親，放置および虐待等により児童が危機に陥り，身の安全が保障されない場

　合などに親権が一時はく奪される。この決定がなされると，親権は州政府が持つことになり，

　問題が解決するまで親は親権を取り戻すことはできないのである。

　　　1989年，児童および青少年法の改正案が成立し，犯罪少年などを施設に入れるより地域社

　会に残し，支援するという判決が裁判所で出しやすくなった。地域社会の中で労働と奉仕に

　よって罪を償うのである。

　　　ζのことは，施設でケアーされる子どもたちが減少し，施設自体が縮小または閉鎖されてい

　　くことを示している。

（2）養子縁組

　　オーストラリアでの養子縁組は，1929年に養子法が成立し，家庭復帰不可能な児童のため

　の永続的居住の方法が確立された。

　　　ベリーストリート・ホームでは1884年頃より法的根拠が無いまま私生児の多くを養子縁組

　　させてきた。最近，母親は経済的社会的にも子どもを育てることができるようtcなり，その

　　数は減少している。

　　法律により，養父母となる場合年齢は42歳以下と決められており．幾度かの公聴会を経た

　後裁判所より決定される。また，養子に出す前に母親に決断させるのであるが，気持ちが変

　　わらないかを確認するため一定期間を置かねばならないことになっている。

　　実の親と逢うことも可能であり．Pre－Adoptive　Foster　Care（養子になることを前提

　　においた里親ケアー）に出された場合，8適間の期間週1～2回，しかも，養子になっても年

　　4回逢うことができる。昨年成立した法律によると，実の親と逢うことが養子縁組を成立さ

　せる上での条件になっている。

一 27一



　　また，ビクトリア州においては1984年の養子法の改正により，養子になった子供が18歳に

　なったとき，自分で出生証明書が取得できるようになった。これにより実の親を知る権利が

　法により確立された。

〔3｝　ケアーフォース　Care　Force

　　ケアーフォースは，セントジョーンズでの予防的福祉活動のプログラムの一っで．家族崩

　壊と施設入所の防止を基本的理念としている。

　　］970年頃，施設入所経験者の実子が再び施設に入所するという悪循環を断ち切るため，セ

　ソトジョーンズと連邦政府が協力して始めたことであり，収入，住居の問題および家庭内の

　状況などの問題の原因を探り，解決のための効率的な方法を見っけるのである。

　　活動内容としては，問題を抱えている家庭

　あるいはセンターで行うもの，地域内のグル

　ープに協力を求めるものとがある。また，社

　会福祉制度の手当などを組み入れて行う場合

　もある。様々なサービスを組み合わせることに

　より．地域社会における多様なニーズに対し

　て応えている。親と子を対象にした家庭援助，

　悪循環を断ち切るための親教育，発育障害児

への…セリ・グ・購の住宅サービ・・　蒜㌶。；遍纏糎
　財務カウンセリング（財産，家計の立直し方），思春期の母親たちの社会的ネットワーク作り，

　一時宿泊所，または他の福祉制度活用への窓［になったりもする。

　　そして，最低生活を保障すると同時に．他の支援も合わせて行う。

｛4）　フォスターケァー　Foster　Care

　　ビクトリア州では，峯親制度が拡充強化され，施設処遇に代わる有効な方法として民間機

　関を中心に発展してきた。

　　里親制度は永久的なものではなく，実の家庭に復帰することが前提になっており，一晩か

　ら2日，そして6週間さらには2年までのそれぞ’れのプログラムに応じた期間になっている。

　里親はボランティアである。

　〔その種類としては，〕

　①　Emergency　Foster　Care（緊急里親）

　　　母親の出産や病気入院のため．1晩～6週間里親宅へ。

　②Planned　Recurrent　Foster　Care（レスパイト・フtスターケアー）

　　　6カ月のうち1カ月1週末の割合で里親へ。実の親をストレス解消のため休憩させる。

　③　　Reception　Foster　Care
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　　児童裁判所での未判決の場合，または判決後長期の措置先が決定される前，3カ月以下

　の期間里親へ。

④Short／Long　Tern（短期・長期）Foster　Care

　　短期（6カ月まで），長期（6カ月～2年間）親が刑務所に入っているような場合。

⑥　　E．P．　F．　P（Extended　Planned　Family　Placement）

　　家庭復帰の見込が無い場合の審査の期間を里親へ（里親へは2年以上になっている場合

　が多い）依託する。

⑥Pre－Adoptive　Foster　Care

　　乳児が養子となる前の期間を里親宅で過ごす。

〔里親の採用（見っけ方）条件〕

①　里子には様々なケースがあるため里親の家族形態には特に規制はない。

②　里親についてすべてを説明をし，途中で断念することも可能なことを明．確に伝える。

③　里親になる訓練は週に1回，4週間行う。

④　医療検査，犯罪歴調査を受け，保証人を立てる。

⑥　ソーシャルワーカーが里親になるまで3～4回家庭訪問をする。

⑥　給料などの報酬は無い。ただし，里子が何か必要な物品を購入した場合，実費にて週＄

　40～90払い戻される。

　なお，里親は里子となる子どもたちが行動，情緒面での問題を抱えている場合が多いため，

児童を理解し指導していくための豊富な知識と技術を身ic付けるよう望まれている。

　スタッフは，里親へのサポート，実の親との連絡調整，受入先，州政府との連絡を受け持

ち，緊急里親を利用する回数が多い家庭への指導は，州政府のProtective　Service（児童保

護を任務とする）の職員が介入し指導にあたる。

　南オーストラリア州では，1978年以降対象となるすべての子どもたちを施設および入居制の

ホームに入れるのではなく，地域の中の里親で処遇しようという方向に変わってきている。

1

〔5｝児童福祉協会

　　ビクトリア州の児童福祉協会は，州内における63の民間の児童家庭福祉機関のトレーニン

　グおよび調査研究を行う13の団体で構成されている。20人で理事会を構成し，その下に経営

　委員会（運営．財政），児童保護委員会（子どもの保護）とFamily　Support　Development

　委員会（家族のサポート開発），その他必要に応じた委員会を設置し，月1～2回の割合で会

　合を開き運営している。事務局職員の報酬は一部を除きほとんどは無給であり，奉仕的仕事

　である。

　①　協会活動内容
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　　☆会員の活動の調整（フォーラム等にて分野が抱えている問題についての話し合い）

　　☆福祉機関への支援（特に小規模機関には必要）

　　☆ファミリーグループ・ホーム．ホステル，フォスターケアーに対するサポートおよび

　　　ファミリーサボートも行っている。

　　☆調整役として，民間機関からの意見，諸問題等を政府に伝える。

　　☆委員会活動（資金確保，立法に対する答申）

　　☆トレーニング，セミナーの開催。

　　☆出版物（会報．プロジェクト，パン7レット）

　　☆渉外（会員情報の広報活動）

　　☆他の関係団体との連絡（協会報の交換、情報交換）

②　事務局活動

　　☆委員会へのサービス（会議の準備等）

　　☆出版物の発刊

　　☆協会代表として外部委員会を傍聴（州政府の会議には顧問として）。協会は，州政府と

　　　はパートナーシップという形で仕事をしているが，政府決定に影響を与えるだけの力

　　　を持っている。討議や共同政策を打ち出すこともあり，互いに仕事の上でより良いア

　　　イデアを生み出すよう協力し合っている。

③　財　　源

　　会費2割，民間基金4割，政府からの助成金4割にて運営されている。なお．会費にっ

　いては年＄3万7千の予算である。

6．児童福祉施設の現状

　訪問した施設の内容についての詳細は，後記の第2章に譲るとして，

の種別および形態の現状について触れることとする。

［11大規模居住型施設

　　オーストラリァの児童福祉において，最も

　変貌している施設形態であり，脱施設化施策

　により大規模施設を止め．小さなホーム（フ

　ァミリー・グループ・ホーム）へと移り変わ

　る中で，閉鎖の途をたどっている。

　　しかし，精神的・身体的障害児のうち重度

　なケースにっいては，このような大規模施設

　も現実には必要である。しかもtその規模は

ここではその施設など

ビクトリァ州立施殴アランビー相談センター
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　必要最小限でなければならない。また．その対象は普通の社会生活をすることが困難な子ども

　だけに限定され，そしてその施設の職員は充分にトレーニングされ，技術を持った者でなけ

　ればならない。

（2）グループ・ホームGroup　Home

　　コテージ，ホステル，ユニットなど呼称は異なるがグループ・ホームである。ここでは，

　セントジョーンズのコテージ，ホステル，それtcダルマー児童・家庭援助センター，セント

　ビンセントにっいて述べることとする。

　①コテージCottage（19カ所）

　　　セントジョーンズのコテージはメルボルン市内に散在し．普通の住宅の何ら変わること

　　はない。それぞれ一戸建てごとに4～6名の児童が収容されており．コテージペアレント

　　と呼ばれる夫婦が共に生活している。

　　　ハウスマザーはセントジョーンズの職員として採用される。マザーの夫は一般家庭と同

　　じように外部の仕事に出かけ，コテージでは無給かつ奉仕的精神で父親の役を果たす。マ

　　ザーの資格要件は特になく，温かい人間性を持ち，子どもを養育でき．またその経験及び

　技術に優れた人であれは良い。

　　コテージマザーの勤務時間は，一般家庭

　の母親同様，24時間のフルタイムであるた

　め，休暇には代わりのスタッフやボランテ

　ィアにより運営されている。65歳定年では

　あるが，勤務年数は短く，思いやりのある

　エネルギッシュなペアレントを見つけだす

　のが難しいそうである。

②　ホステルHostel（7カ所）　　　　　　　　　　セントジョーンズの研修室にて

　　セントジョーンズの高齢児を収容する小舎で，1カ所6人ぐらいe訪問したホステルは

　定員15名，現在6人が所在しており，6人の職員で担当している。

　　できるだけ早く家庭や社会に復帰，自立・自活させることを目的とし，最長2年間，15

　歳までの期間を原則としている。訪問したホステルは，精神的障害のある児童が多く入所

　しており，他のホステルよりも長期になりやすいとの乙とであった。精神的障害の原因は，

　投薬による障害やてんかんなどである。

　　日中子どもたちは，特殊学校に通学あるいは授産所へ通所している。退所後の地域社会

　で働く場所，永続的IC住める所がなかなか見つからないのが現状である。

　　ニュー・サウス・ウェールズ州のダルマー児童・家庭援助センターはレスパイトと呼ば

　れる特色ある施設を持っている。それは障害児，ダウン症，自閉症の子どもたちを週末な
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　　どに預かり，その親に休息を与えることによりストレスを解消させるものである。最高4

　　人までのサービスで一人の子どもが年間56日まで利用でき，現在120家族を扱っている。

　　5～18歳までが対象とされている。

　　　セントビンセントは，思春期の少年のための長期居住型施設としてのグループ・ホーム

　　であり，12～16歳までの少年を対象とし，地域内の学校へ通学させている。ここの子ども

　　たちは入所前、学校や家庭の問題を抱えていることから，無視されたり，相手にされなか

　　った経験を持っており，他人との関係を作り出す能力に欠ける。

　　このような子どもは普通の家であれば，弧立してしまうので，常に子どもたちの回りには

　　面倒を見てくれる大人たちがいることが良いとされ，ここでは他のグループ・ホームとの

　　考え方の相違が見られた。

｛3｝　ファミリーセンター　Family　Centre

　　セントジョーンズが行っているケァーフォースにあり，思春期の母親たちの社会的相互関

　係の改善をサポートするネットワーク造りの活動拠点である。

　　ここでは．工芸活動，討論，お茶会，外出などをして，問題を抱えた親，あるいは家族が

　交流を通じ地域から弧立しないようサポートを受ける。

（4｝児童育成センター　Child　Development　Centre

　　これもケアーフォースの一部であり．発達・発育不全，問題行動，親子関係における情緒

　面での問題などを持つ6歳までの児童を対象とし，2人の専門職の職員と3人のボランティ

　ァによって12人の子どもたちをケアーしている。

⑤　未婚の母のための訓練センター（セントジョセブの場合）

　　未婚の女性が妊娠している時，または母子家庭の母が妊娠の時，出産8週間前から出産ま

　での妊娠中，日中通ってサポートが受けられる。教師，ソーシャルワーカー3名が教育を行

　っている。

　　また，遠方，あるいは家族より見離された未婚の母親たちのため，出産後3カ月くらいま

　で滞在できる一時滞在ホームも併設しており，シスターより自活のための技術とコミュニケ

　ーションを学ぷ。

㈲　青少年訓練センター　Youth　Traini㎎Centre

　　南オーストラリア青少年訓練センターを訪問。少年刑務所と呼ばれている。15～18歳の男

　子の犯罪少年を収容し．そこで教育や職業訓練しながら刑期を過ごさせる。教育の目的は．

　社会生活を学ばせ，また学習遅滞を解決することにある。職業訓練は，期間の短いことから，

　①大人との付き合い，人間関係を学ぶ。②技術の習得。③物をつくり．それを完成させる成

　就感の体験を持っことを目的としている。

（7｝　ネイバーハウス　Neighbor　House

一 32一



　　高齢児の非行問題が，Child　Aid　Panelの対象となり，裁判所の判決があった後でも，行

　動が改善されない場合に入る地域内のホーム（普通の家）である。

　　このホームでは，非行少年を扱うためのトレーニングを受けた夫婦が，週＄200の経費で

　子どもたちに新しい行動を教える。ここには特別のトレーニングプランはなく．教育とレクリ

　ェーションだけであり，とにかく忙しくさせている。残念なのは12カ月の期限があり，行動

　の変容が表れ始めた頃手放さなければならないことである。

⑧　保育所　Day　Care　Home

　　ビクトリア州や南オーストラリア州では保育所にあたる。しかし，ニュー・サウス・ウェ

　ールズ州では個人の女性が1日4人までの子どもの面倒を見ることをいう。

7．運営資金について

　　オーストラリアの民間機関の財政は，州政府よりの助成金と一般の寄付金などによって成り

　立っている。

　民間においては，日々の業務に必要な資金，いわゆる運営費と土地や建物の買収．建築改造

および修理などに必要な資金とに分けられる。

　　州政府からの助成金は，主に運営費への助成という形で民間に渡され，その割合は各州によ

　り異なるが，総経費の50～85％であり，プログラムによっては100％助成もある。その助成金

　の割合は，州政府と民間機関との間でサービスの内容などによる合意の下に決定される。

　　寄付金は，一般地域住民による寄付．企業，団体による寄付および遺産寄贈等からのものが

　ほとんどである。また，民間機関での催し物，手持資金を投資したその収益なども資金として

　活用している。

　　大規模施設からグループ・ホーム，里親ケアー，そしてファミリーサポートサービスへとい

　うような集団から個への脱施設化の考え方の背景には，オーストラリアの財政難問題が大き

　く影響しており，児童福祉の変貌にも関わっている。特に家族が住んでいる地域内でサポート

　をするのに要する費用は，入居制施設（大規模施設）のそれに比べ，10分のユの経費で済むと

　いう。セントジョーンズのパターソン氏K．Pattersonによると（児童一人当たり週），

　　①　アランビー（大規模施設）　＄1．500

　　②　ユースホステル　＄100～190

　　③コテージ＄450～500

　　④里親＄200～250

　　⑥　ケアーフt一ス　＄80～100

　となり，経費の違いは一目瞭然である。

　｛1）予　　算
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セントジョーンズの，1989年度の計上予算は，約＄650万である。収入の80％が州政府から

　の助成金である。また，ベリーストリート・

　ホームでは，約＄150万であり，その50％が

　助成金である。ダルマーにおいては，約300

　万である。ビクトリア州立のノーブルパーク

　短期入居制ホームにおいては，新規事業であ

　るため経費にっいては現在検討中ということ

　で，明確な回答は得られなかったが，省の他

　の同型ユニットの経費から見積もると年間＄

　3万であるということであった。

②　助　成　金

　信．　ビクトリア州

ビクトリア州立短期入居ホーム
ノーブルパークにて

　正職員の給料の90％が助成金によるものであり，収容児童数およびその年齢によっても

また助成金の額が異なる。また，家を購入する場合などの助成金と自己資金の割合は50対

50であるが，売却する場合においても売却価格の半分は州政府に返納される。したがって，

助成金の種類によってその割合が違ってくる。

　州政府の助成金は，社会の流れとは裏腹に入居制の施設に収容されている子どもたちに

対しては多く，家庭においてケアーされる子どもたちに対しては，充分でないという現状

があるという。最近，州政府は入居制，里親ケァーなどに要するコストの見直しをしている

段階といわれ，その内容は計画を示した時に，それに掛かる費用の何％かを保障し，プU

グラムの完成時にその残りを，そして成果

によっては，ボーナスとして助成金を上積

みするという方向に変えようとしている。

　例えは，キルドナン・ホームのグループ

・ホームでは，1年間1ホームにっき＄9

万7千の経費がかかるとすると，その助成

金は＄7万9千であるが，年間3．5人の児

童が常時入所しているならは，追加で＄9

千の助成金か受けられるという。

里親委託費にっいては，1988年，それまで

ぺ‘i一ストリートホーム施設長
Mr・Gre8me　Gregory（左より
二人目）とスタッフの皆さん

州政府より週＄43の手当が支給されていたが．ファミリースタディ研究所が了育ての経費を

調査し，支給額を0～4歳まで1人週＄44，10～13歳＄88と決定した。コストは，スライド

制で1年ごとにそれぞれ検討されている。
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